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【年通号数】公開・登録公報2017-028
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【国際特許分類】
   Ａ６１Ｆ   2/24     (2006.01)
【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成30年6月28日(2018.6.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　心臓弁を修復する弁輪形成装置（１）であって、心臓弁は、弁輪と、心房面（１６）及
び心室面（１７）を有する一対の弁尖（１５）を含む弁組織を有しており、
　弁輪形成装置は、第１支持部材（５）と第２支持部材（６）とを備え、前記第１及び第
２支持部材は、シザーリンク１８を形成するよう重なり合うとともに、前記弁尖を把持す
るよう構成される、弁輪形成装置。
【請求項２】
　前記第１及び第２支持部材は、それぞれ実質的に細長い又は円形状の連続体として形成
されており、当該連続体は、前記第１及び第２支持部材の端部に、腱索の周囲をガイドす
る開口を備える、請求項１に記載の弁輪形成装置。
【請求項３】
　前記第１及び第２支持部材は、実質的に全ての腱索を包囲するよう構成される、請求項
１又は請求項２に記載の弁輪形成装置。
【請求項４】
　前記第１支持部材及び前記第２支持部材は、互いが対称な位置に配置される、請求項１
～請求項３の何れかに記載の弁輪形成装置。
【請求項５】
　前記第１支持部材及び前記第２支持部材は、互いが非対称な位置に配置される、請求項
１～請求項３の何れかに記載の弁輪形成装置。
【請求項６】
　前記第１支持部材及び／又は前記第２支持部材が角度付けされている、請求項１～請求
項５の何れかに記載の弁輪形成装置。
【請求項７】
　前記第１支持部材及び／又は前記第２支持部材が、その両端部に傾斜部（１９，１９'
、２０，２０'）を備えている、請求項１～請求項６の何れかに記載の弁輪形成装置。
【請求項８】
　前記シザーリンク１８は、前記第１及び第２支持部材の周囲に配置される少なくとも１
つの接続要素（７）を備え、前記第１及び第２支持部材は、前記少なくとも１つの接続要
素により接続可能とされる、請求項１～請求項７の何れかに記載の弁輪形成装置。
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【請求項９】
　前記接続要素は、ヒンジ又はピボットジョイント（２１，２１'）を備えている、請求
項１～請求項８の何れかに記載の弁輪形成装置。
【請求項１０】
　前記第１及び第２支持部材は、前記少なくとも１つの接続要素７により解除可能に接続
される、請求項１～請求項９の何れかに記載の弁輪形成装置。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つの接続要素は、前記第１及び第２支持部材を互いの角度が一定とな
るよう固定する固定部材を備えている、請求項８～請求項１０の何れかに記載の弁輪形成
装置。
【請求項１２】
　前記第１支持部材及び前記第２支持部材は、これらの支持部材の中央領域に凹部を備え
、当該凹部は、対向し且つ前記シザーリンクの中心ピボット点を形成するよう配置される
、請求項１～請求項１１の何れかに記載の弁輪形成装置。
【請求項１３】
　前記第１支持部材及び前記第２支持部材は、変化する厚さを有する、請求項１～請求項
１２の何れかに記載の弁輪形成装置。
【請求項１４】
　前記第１支持部材は、実質完全に第２支持部材と重なり合う、請求項１～請求項１３の
何れかに記載の弁輪形成装置。
【請求項１５】
　前記第１支持部材５及び前記第２支持部材６は、緩んで拡張した形状と、カテーテルを
介して送達するため断面が縮小された圧縮形状とを取るよう、形状記憶材料により形成さ
れる、請求項１～請求項１４の何れかに記載の弁輪形成装置。
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